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平成 30（2018）年 7 月 17 日 

武蔵野市 

 

 

 

資料５  

武蔵野市自殺対策計画（仮称） 

策定にあたって 
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全国の自殺死亡者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 自殺者数の状況（全国） 

自殺対策白書  平成 30 年版より 

●全国の自殺者数は平成 10 年に急増し 3 万人台で推移 

●平成 22 年以降は減少傾向に転じ、近年は 2 万人台で推移（急増前の水準に）  

  ・高齢者の自殺死亡率低下    ・若年層（20 歳未満）は横ばい    ・20 代、30 代の死因第 1 位 

●主要先進７か国中最も高い自殺死亡率  
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主要国における自殺死亡率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

依然として非常事態であり、 

自殺対策をさらに総合的かつ効果的に推進する必要がある 

自殺対策白書  平成 30 年版より 
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２ 自殺対策に関する国の動向 

（１）自殺対策基本法の改正 Ｈ28.3 

 

●「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すことを明記 

●「生きることの包括的な支援としての自殺対策」を理念に追加 

●自殺予防週間(９月 10 日～９月 16 日)、自殺対策強化月間(３月)における集中的な展開 

●都道府県及び市区町村に「地域自殺対策計画」の策定義務化（第 13 条） 

 

１ 調査研究等の推進及び体制の整備 

２ 人材の確保等（確保、養成、資質向上） 

３ 心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等（心の健康、啓発、相談、学校教育）  

４ 医療提供体制の整備（精神科医との連携、保健福祉との連携）  

５ 自殺発生回避のための体制の整備等（早期発見→相談体制）  

６ 自殺未遂者等の支援（再発の防止） 

７ 自殺者の親族等の支援 

８ 民間団体の活動の支援 

ハイリスクとなりえる対象  

・多重債務者 ・失業者 ・介護者 ・引きこもり 

・児童虐待、性犯罪・性暴力被害者  

・生活困窮者  ・ひとり親家庭 

・妊産婦  ・性的マイノリティ  など 

＜改正のポイント＞ 
 

＜基本施策＞（第 15 条～第 22 条） 
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生きることの阻害要因 失業、多重債務、生活苦、離別・死別、病苦、ハラスメント、過労  など 

生きることの促進要因 自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力  など 

 

 

 

 

 

 

  

（２）自殺総合対策大綱の見直し Ｈ29.7 

基本理念 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

基本認識 

・自殺はその多くが追い込まれた末の死である  

・年間自殺者数は減少傾向にあるが非常事態はまだ続いている  

・地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通して推進する  

基本方針 

１  生きることの包括的な支援として

推進する 

・社会全体の自殺リスクを低下させる  

・生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす  

２  関連施策との有機的な連携を強化

して総合的に取り組む 

・様々な分野の生きることの支援との連携を強化する  

・地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援などとの連携  

・精神保健医療福祉施策との連携  
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３  対応の段階に応じてレベルごとの

対策を効果的に連動させる 

・対人支援、地域連携、社会制度のレベルごとの対策を連動させる  

・事前対応、自殺発生の危機対応、事後対応等の段階ごとに効果的な施策

を講じる 

・事前対応のさらに前段階での取組を推進する  

４ 実践と啓発を両輪として推進する 

・自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する  

・自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する  

・マスメディアの自主的な取組への期待  

5  国、地方公共団体、関係団体、民間

団体、企業及び国民の役割を明確化

し、その連携・協働を推進する 

    国      ：基盤の整備・支援、事業の実施  

地方公共団体：大綱及び地域の実情等を勘案して「地域自殺対策計画」              

を策定する 

 民間団体等 ：重要性を理解し積極的に参画する  

  国  民    ：理解と関心を深め主体的に取り組む  

数値目標 
平成 38 年までに自殺死亡率を 27 年に比べ 30％以上減少させる 

※Ｈ27 自殺死亡率 18.5（13.0 以下）、自殺死亡者数 24,025 人（16,000 人以下） 

社会制度のレベル  
法律、大綱、計画等の枠組みの整
備や修正  

自殺対策基本法  労働基準法   労働安全衛生法   生活困窮者自立支援
法   いじめ防止対策推進法  自殺総合対策大綱  

地域連携のレベル  
包括的支援を行うための関係機関
等による連携  

地域包括ケアシステム   職場問題  生活困窮者自立支援制度との連携  
地域福祉計画  非正規雇用問題  社会的孤立を防ぐための連携  人権教
育問題（いじめ、偏見、差別）  

対人支援のレベル  
個々人の問題解決に取り組む相談
支援  

職場の人間関係   仕事の悩み   失業   身体疾患   過労   負債   生活苦   
被虐待   いじめ   ＤＶ・性暴力   介護・看病疲れ   うつ状態   精神疾
患  

 

ＴＩＳモデル（三階層自殺対策連動モデル）  
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（３）自殺総合対策推進センター 

・「自殺総合対策推進センター」による警察庁自殺統計データ等を分析した各自治体の自殺実態データ  

・地域特性の把握と課題整理に向けた特徴など、地域自殺対策計画策定等の参考資料  

●「地域自殺対策政策パッケージ」の提供（Ｈ29.12） 

基 本 施 策 

ナショナル・ミニマムとして全国的な実施が望ましい施

策 

重 点 施 策 

プロファイルを参考に地域において優先的な課題と

なる施策 

１ 地域におけるネットワークの強化  

２ 自殺対策を支える人材の育成  

３ 住民への周知と啓発 

４ 生きることへの促進要因への支援  

５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育  

１ 子ども・若者 

２ 勤務・経営 

３ 生活困窮者 

４ 無職者・失業者 

５ 高齢者 

・地域自殺実態プロファイルでは、市町村の自殺実態の分析の結果として示される地域特性の評価結果に優先度が提示

されており、優先度を考慮して重点パッケージを選択することができるようになっている。  

・基本パッケージに加えて地域特性を考慮した重点パッケージを組み合わせることで、地域特性に対応した最適な自殺

対策の施策を見いだすことができる。 

・さらに、事業の棚卸などにより把握された生きる支援関連事業を含め、地域における自殺の実態、地域の実情に応じ

て必要な施策を推進する。  

６ ハイリスク地 

７ 震災等被災地 

８ 自殺手段 

●「地域自殺実態プロファイル」の提供 

・「自殺総合対策大綱」に基づき、地域の自殺対策計画の策定に資するよう、地域特性を考慮したきめ細やかな対策を

盛り込んだ地域自殺対策の政策パッケージとして開発 
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３ 東京都自殺総合対策計画の概要 ～こころといのちのサポートプラン～  Ｈ30.6 
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４ 武蔵野市自殺対策計画（仮称）の策定に向けて 

計画の位置づけ ・自殺対策基本法第 13 条 2 項に基づく「市町村自殺対策計画」  

計画の期間 ・平成 31（2019）年度～平成 36（2025）年度までの６年間（健康福祉総合計画の計画期間を考慮） 

基本理念・方針 ・「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」「生きることの包括的な支援としての自殺対策」 

自殺対策計画 策定イメージ 

 

 

 

 
      

  

 

 
 

第五期長期計画・調整計画（平成 28 年度～32 年度） 

地域福祉活動計画 

健康福祉総合計画  健康推進計画  
 食育推進計画  

 地域福祉計画  

障害者計画  
障害福祉計画  

高齢者福祉計画  
介護保険事業計画  

・平成 30 年 3 月に策定した「第 3 期健康福祉総合計画」（平成 30 年度～平成

35 年度）において「自殺対策計画の策定」を位置付け。 

・個別計画である「第 4 期健康推進計画」「障害者計画・第 5 期障害福祉計画」に

おいても規定。 

・地域福祉計画においては「生活困窮者への支援」を基本施策として位置づけ。  

子
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計
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等 

 

学
校
教
育
計
画 （国）自殺総合対策大綱 

（都）東京都自殺総合対策計画  

武蔵野市自殺対策計画（仮称） 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

バ
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基
本
構
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計
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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武蔵野市の自殺者数、自殺死亡率の推移 

武蔵野市の自殺者数は、平成 22 年から平成 26

年まで続いていた増加傾向がここ数年は減少に転じ

ていましたが、平成 29 年には 28 人と前年より増え

ています。 

武蔵野市の自殺死亡率は、全国・東京都の値と

同程度かそれ以下の水準が続いていましたが、平成

29 年には 19.4 となり、全国・東京都の値を上回っ

ています。 

自
殺
者
数 

自
殺
死
亡
率 

・各年の自殺者数は厚生労働省「地域における自殺の基礎

資料」（確定値）より、「住居地」（自殺者の住居があった

場所）「発見日」（自殺死体が発見された日）の数値。 

・「自殺死亡率」とは人口 10 万人あたりの自殺死亡者数。 
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「武蔵野市地域自殺実態プロファイル 2017」（自殺総合対策推進センター提供）においては、武蔵野市の自殺実態データの

分析の結果として以下の特徴と推奨される重点パッケージが示されています。  

  

武蔵野市地域自殺実態プロファイル 2017  （資料：自殺総合対策推進センター） 

高齢者 

生活困窮者 

勤務・経営 

推奨される重点パッケージ 

地域の主な自殺の特徴（特別集計（自殺日・住居地、H24～28 合計） 

 

上位５区分 
自殺者数 
5 年計 

割合 
自殺率 

(10 万対) 
背景にある主な自殺の危機経路  

1 位:女性 60 歳以上無職同居  11 9.2% 17.5 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺  

2 位:男性 40～59 歳有職同居 11 9.2% 15.6 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕
事の失敗→うつ状態→自殺  

3 位:男性 60 歳以上無職同居  7 5.8% 19.0 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋
身体疾患→自殺  

4 位:男性 20～39 歳無職同居 6 5.0% 47.3 
①【30 代その他無職】ひきこもり＋家族間の
不和→孤立→自殺／②【20 代学生】就職失敗
→将来悲観→うつ状態→自殺  

5 位:男性 40～59 歳無職独居 5 4.2% 149.0 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺  

 

※「推奨パッケージ」は「地域の自殺の特徴」の上位の３区分の性・年代等の特性と「背景にある主な自殺の

危機経路」を参考に選定されている。 

※「主な自殺の危機経路」は、全国的に見て代表的と考えられる「自殺の危機経路」を示すものであり、提

示された経路が唯一のものではない。 
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・事業の棚卸で把握された関連事業の取り込み 

・地域自殺実態プロファイルの活用  

・地域自殺対策政策パッケージの活用 

・関連施策の把握と自殺対策の視点の組み込み 

計画策定に向けたステップ 

・地域における自殺の基礎資料の活用 

計画策定の趣旨、理念や目指すべ

き視点の共有 

地域の自殺の特徴把握  

自殺対策の取り組み整理・検討  

 

・基本施策  

・重点施策  

・生きる支援関連施策 

計画の目標値、評価指標の検討  

計画の推進体制の検討  

・（国）自殺総合対策大綱  

・（都）東京都自殺総合対策計画 他 

・国や都の計画も参考に検討 

・庁内の体制、地域ネットワークなど 

計画の最終案とりまとめ 

中間のまとめ    ／   パブリックコメント（12/12～12/26 予定） 

第 1 回  

第２回  

第３回  

第４回  

＜  策定委員会開催イメージ  ＞  

7 月中旬  

９月下旬  

11 月上旬  

1 月下旬  

＜  参考とする資料・検討すべき事項  ＞  ＜  策定ステップ  ＞  


